
立地適正化計画 □あり（　□居住誘導区域内　/　□居住誘導区域外　/　□わからない）　□なし

（住宅ローン減税　□希望する　□希望しない　の意向確認）

立地適正化計画

告知書は重要な判断材料となります。

重要事項説明書の内容は重要な判断材料となります。

想定される被害がわかれば、改修時に対策を行うことができる場合があります。

ハザードマップは住宅購入予定者が知るべき重要な判断材料です。

物件が所在する自治体の立地適正化計画の有無および内容を確認してください。

認定工法による建物は、その物件を建てた事業者でしか耐震診断・改修ができません。
特に大手ハウスメーカーや地場有力ビルダーによる建物の場合、工法の確認が必要です。
認定工法の場合、耐震基準適合証明書やその他証明書発行は、建築した事業者へ依頼する必要が
あります。

築20年超の場合、住宅ローン控除の築後年数要件に抵触します。（住宅ローン減税の利用を希望するか
否かの意向確認が必要です）

建築年月が昭和56年5月以前は「旧耐震」と区分され、耐震改修が必要になる可能性が高いです。

建築確認済証等がなく、謄本でしか建築年月が確認できない場合は、「新耐震」と区分されるのは
昭和58年4月以降となります。

認定工法NG

工法NG

木造軸組み工法2階建て以下、3階建て、2×4工法は一般的な耐震診断法による耐震診断が実施可能
です。
その他工法の場合は、一般的な耐震診断法が適用できないので、耐震診断の取り扱いが木造と大きく
異なるので注意が必要です。

立面混構造は耐震診断の対象になりますが、瑕疵保険付保の可否については検査会社へ、フラット35適
合証明書発行可否についてはフラット35適合証明技術者又は検査機関に確認してください。

平面混構造は耐震診断対象外です。瑕疵保険付保の可否については検査会社へ、フラット35適合証明
書発行可否についてはフラット35適合証明技術者又は検査機関に確認してください。

スキップフロアは耐震診断対象外です。瑕疵保険付保の可否については検査会社へ、フラット35適合証
明書発行可否についてはフラット35適合証明技術者又は検査機関に確認してください。

床面積が70㎡未満の物件はフラット35の要件を満たさないため、フラット35を利用することはできません。
また、床面積が50㎡未満の物件は住宅ローン減税の要件を満たさないため、住宅ローン減税が適用され
ません。

遵法していない建物はフラット35を利用することができません。

再建築不可の場合はフラット35を利用することができません。

設計図書の有無、特に筋交いの位置やサイズ等が記載されている平面図の有無は、建築士が実施する
耐震診断、検査会社が実施する瑕疵保険の検査、フラット適合証明技術者又は検査機関等が実施する
フラット35適合調査に影響します。


